
 
 

 

第１４号議案 

２０２６年２月４日 

第５５１回理事会 

 

認定整備等事業者に対する貸付概要等の改定について 

 

本機関は、業務規程第 64条の５第３項の規定に基づき、認定整備等事業者に対する貸付

に係る基本的な条件を貸付概要として定め公表しているが、第７回 電力システム改革の

検証を踏まえた制度設計ワーキンググループでの決定事項を踏まえ、その一部を改定する。 

また、業務規程第 64条の６の規定に基づき、認定整備等事業者から借入申請を受ける場

合の申請様式である借入申込書を作成しているものの、金銭消費貸借契約書上の借入申込

書と同一名称となり混同する可能性があるため、前者の名称を借入申込書（制度利用）に

変更する。 

 

以上 

 

【添付資料】 

別紙１：認定整備等事業者に対する貸付概要（20260204改定） 

別紙２：借入申込書（制度利用） 
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